
第 5 号議案 役員の改選について 
 

役員名簿（19.3.22 現在） 

任期：平成 17 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日（2 年間） 

 
特定非営利活動法人 全国木材資源リサイクル協会連合会 

 
役員 

（フリガナ） 

氏   名 
所属協会

報酬の  

有無 
役職 

１ 理事 
ﾋｺｻｶ ﾀｹﾉﾘ 

  彦坂 武功（神奈川県） 関東 
 

無 
理事長 

２ 理事 
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 

鈴木  隆（山形県） 北日本 
 

無 副理事長 

3 理事 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 

山口 昭彦（愛知県） 東海 
 

無 
副理事長 

4 理事 
ｶﾀｵｶ ｼｹﾞﾊﾙ 

片岡 重治（岡山県） 中四国 
 

無 
副理事長 

5 理事 
ｱﾗｶﾜ ﾖｳｼﾞ 

荒川 洋二（福島県） 北日本 
 

無 
理事 

6 理事 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 

石田 信正（岐阜県） 東海 
 

無 
理事 

7 理事 
 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 

  中川 和義（千葉県） 連合会 
 

無 
専務理事 

8 監事 
ﾔｼﾞﾏ  ｱｷﾗ 

矢嶋 明  （東京都） 関東 
 

無 
監事 

9 監事 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 

田中 一正（島根県） 中四国 
  

無 
監事 
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―定款の抜粋― 

第４章役員 

(種別及び定数) 

第１３条この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事３名以上１２名以内 

（２）監事１名以上２名以内 

２ 理事のうち理事長１名を定め、その他副理事長２名、専務理事、常務理事

各１名を置くことができるものとする。 

 

(選任等) 

第１４条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は理事の互選とする。 

４ 法第２０条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になること

ができ 

ない。 

５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

 

(職務) 

第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、専務理事は法人内の業務を掌り、常務理事

は法人の対外業務を掌る。 

３ 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ

指名した順序によって、副理事長、専務理事、常務理事がその職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に

基づき、この法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場

合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

（４）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。 

 

(任期等) 
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第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

 

(欠員補充) 

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたとき

は、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第１８条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これ

を解任することができる。 

（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

（報酬等） 

第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることがで

きる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第２０条 この法人には、事務局長その他の職員を置く。 

２ 事務局長、その他の職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会において定める。 

 

（顧問） 

第２１条 この法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱することとし、通年にわたりこの

法人の第５条に掲げる事業の企画、運営に参画し専門アドバイスを行うことが

できる。 

 


